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２．審議事項と施⾏に向けたスケジュール

 2023年12⽉頃の施⾏に向けて、燃料電池⾃動⾞等の規制の⼀元化の具体的内容（①⾼圧
法の適⽤除外対象となる⾃動⾞の種類と装置、②⾞両法体系下で実施する容器検査相当の検
査等）について、今回ご審議いただく。

主な審議事項

⾼圧法の
適⽤除外
（p.3）

⾼圧法の適⽤除外となる
⾃動⾞の種類と装置（①）

（p.4）

⾞両法体系下で実施する
容器検査相当の検査等（②）

（p.6）

施⾏に向けたスケジュール（想定）

◇2022年
12⽉15⽇ ⾼圧ガス⼩委員会
審議事項︓⻘枠の項⽬

◇2023年６⽉頃 政令・省令等の公布

◇2023年12⽉頃 施⾏
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⾞両法適⽤下から
⾼圧法適⽤下に
移⾏する場合の扱い

（p.5）

⾞両法体系下で
検査を受けた容器
に対するくず化義務

（p.7）

法律で措置 政令以下で措置

ー
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５．⾞両法適⽤下から⾼圧法適⽤下に移⾏する場合の扱い（改正⾼圧法第49条の４の２）

 規制の⼀元化により、改正⾼圧法第3条第1項第5号に規定する燃料電池⾃動⾞等の容器・附属品は、⾞両
法の⾞検制度の下で容器検査等が実施されることとなるが、⾞両法の適⽤下ではなくなった⾃動⾞の容器・附
属品※については、⾼圧法が適⽤される。
※ 道路での⾛⾏をやめ、⾞検証を返納し、もっぱら⼯場敷地内等の私有地でのみ⾃動⾞を使⽤する場合 等

 ⼀⽅で、⾞両法体系下において、容器検査相当の検査等※を受け、⾞両法における保安基準適合性が確認
されたものについては、既に、⾼圧法の容器検査等に合格したものと同等の安全性が確認されている。
※ 容器検査相当の検査、容器再検査相当の検査、附属品検査相当の検査、附属品再検査相当の検査

 このため、こうした容器・附属品については、⾞両法体系下で受けた検査の結果、保安基準への適合性が確認
されたものである旨の表⽰がされていることをもって、⾞両法体系下で実施した容器検査相当の検査等を⾼圧
法上の容器検査等とみなす旨の規定を措置した。

 ⾼圧法上の容器検査等とみなす⾞両法上の検査は政令において規定することとした。
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６．⾞両法体系下で実施する容器検査相当の検査等

 改正⾼圧法第49条の４の２を受けて、政令以下では、⾼圧法上の容器検査等とみなす⾞両法
上の検査として以下の内容を検討。

 ⼀元化後には、⾞両法上の検査に際して、⾃動⾞の装置（燃料電池⾃動⾞等の燃料装置と原
動機を含む）を搭載した⾃動⾞全体について、容器検査相当の検査等※の実施を含む保安基
準への適合性の確認が⾏われる。

 そのため、⾼圧法上の容器検査等とみなす⾞両法上の検査は、⾞両法上の各検査（新規検査（未
登録の⾃動⾞が、最初に受ける検査）や継続検査（登録済みの⾃動⾞が、定期的に受ける検査）、その他の検査（臨時検査、構造
等変更検査、予備検査））に際して⾏われる容器検査相当の検査等を規定する。
※１ 各検査の時点で、以下の確認を受ける。

・ ⾃動⾞の容器・附属品が、過去に検査を受けたことがない︓容器・附属品検査相当の検査において求められる基準を満たすか
・ ⾃動⾞の容器・附属品が、過去に検査を受けたことがある︓容器・附属品再検査相当の検査において求められる基準を満たすか

※２ ⾞両法体系下で受けた検査の結果、保安基準適合性が確認されたものである旨を⽰す「表⽰」としては、以下を予定。
・ 容器検査及び附属品検査に相当する検査 ︓検査の際に容器・附属品に付す「刻印・標章」
・ 容器再検査及び附属品再検査に相当する検査︓検査の結果交付される「⾃動⾞検査証」
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（参考）⾞両法体系下で検査を受けた容器に対するくず化義務（改正⾼圧法第56条第5項）
 ⾼圧法上、容器検査⼜は容器再検査に不合格となった容器に対して、それぞれ当該容器のくず化

命令またはくず化義務が規定されている（⾼圧法第56条第1項、第3項、第4項）。
※ 容器検査に不合格の容器︓経済産業⼤⾂によるくず化命令 容器再検査に不合格の容器︓所有者のくず化義務

 本規定は、基準に適合しない容器の流通を防ぐためのものであるところ、⾞両法体系下で⾏われ
た容器検査相当の検査等において、基準不適合となった容器・附属品についても、同様に当該容
器・附属品の流通を防ぐ必要がある。

 このため、⾞両法体系下で⾏われた容器検査相当の検査等において基準不適合となった容器
（基準不適合となった場合は、運⾏の⽤に供する⾃動⾞の装置ではなくなり、当該容器は⾼圧法
体系下に移⾏）について、⾼圧法のくず化命令⼜はくず化義務を課す規定を措置した（改正⾼
圧法第56条第5項）。


